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１．河川整備基本方針と河川整備計画、流域委員会の開催経緯

第1～11回 関川流域委員会（平成12～18年度）

関川水系河川整備基本方針 策定
【河川整備を行うに当たっての長期的な基本方針及び河川整備の基本となるべき事項を定めるもの】

第1～４回 関川・保倉川治水対策検討部会（平成27～29年度）

事業再評価（北陸地方整備局事業評価監視委員会）(平成23・26年度) 関川直轄河川改修事業

関川水系河川整備計画（大臣管理区間） 策定
【概ね30年間における河川整備の目標、河川工事や維持に関する事項を定めるもの】

第1～12回 ワーキンググループ（平成15～19年度）

第20、21回 関川流域委員会（令和２年度）概略ルート公表・決定

平成19年3月

平成21年3月

第12～17回 関川流域委員会（平成19年度）

第18回 関川流域委員会（平成27年度）

第19回 関川流域委員会（平成29年度）再点検

事業再評価（北陸地方整備局事業評価監視委員会）(平成29年度) 関川直轄河川改修事業

令和４年度

事業再評価（関川流域委員会） 関川直轄河川改修事業

第22回 関川流域委員会（令和３年度）概略ルート現地調査結果・放水路周辺のまちづくり検討

第23回 関川流域委員会 関川水系河川整備計画（大臣管理区間）の点検
概略ルート環境調査進捗状況
気候変動を踏まえた関川水系河川整備基本方針見直しの動き
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意見募集・住民説明会結果とその対応について
今後の進め方（案）について第21回流域委員会

流域委員会

流
域
住
民
と
の
意
見
交
換

令和４年度～

令和２年度

河川整備計画
変更原案
変更案

前回委員会からの進捗状況等
まちづくり検討の進め方について
関川流域の治水安全度向上に向けて

第22回流域委員会
令和３年度

点検
事業評価

気候変動を踏まえた検討

流域治水

まちづくり

できるかぎり多くの流域住民の皆さんの意見を河川整備に反映していくため、流域委員会で気候変動を踏まえた検
討結果や流域治水、まちづくりについて議論を行っていく。

関川・保倉川流域における河川整備
・関川・保倉川に関すること
・保倉川放水路に関すること

関川水系
河川整備計画
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２．流域委員会の進め方



関川水系河川整備計画 【平成21年3月 P.2】
１.４ 計画の対象期間
本計画は、関川水系河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、

その対象期間は、概ね30年間とする。
なお、本計画は現時点の社会経済状況、自然環境状況、河道状況等を前提として

策定するものであり、策定後のこれらの状況の変化や新たな知見、技術の進歩等に
より、必要に応じて適宜見直しを行う。

事業の推進

河川整備計画の点検 関
川
水
系
流
域
委
員
会河川整備計画変更

河川整備計画
変更の必要性
河川整備計画
変更の必要性

説明

意見

説明

意見

変更必要

変更不要流
域
住
民
な
ど

説明

意見 4

３．河川整備計画の点検（点検の位置付け）



点検の内容
策定後の、流域の社会情勢等の変化、地域の意向、事業の進捗状況、事業の進捗

見通し、河川整備に関する新たな視点などを適切に反映できるよう点検を実施。
点検の視点 点検内容

１）流域の社会情勢等の変化 ・土地利用や人口、資産等の変化
・近年の災害発生状況 等

２）地域の意向 ・地域の要望事項
・地域との連携 等

３）事業の進捗状況 ・事業の進捗状況
・事業の検討状況 等

４）事業の進捗見通し ・今後の事業の整備予定 等
５）河川整備に関する新たな視点 ・気候変動を踏まえた治水計画 等

河川整備計画
の点検 点検 点検

５年に１度※

※見直しが必要な場合はその時点で点検を実施

流域委員会にて点検結果の意見聴取
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３．河川整備計画の点検（点検の内容）



河
川
整
備
計
画

策
定

事業評価監視委員会 流域委員会にて審議

5年に１度

※事業進捗等に大きな変更が生
じた場合はその時点で審議

※H23・H26・H29 R4

１．事業再評価の目的 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の
一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経
過した事業等の評価を行い、必要に応じその見直
しを行うほか、事業の継続が適当と認められない
場合には事業を中止するものである。

国土交通省所管公共事業の再評価実施
要領（H30.3）
第１ 目的

２．流域委員会の位置付け 河川事業、ダム事業については、河川整備計画策
定後、計画内容の点検のために学識経験者等から
構成される委員会等が設置されている場合は、事
業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行
うものとする。

実施要領第４の１（４）又は第６の６の規定に基
づいて審議が行われた場合には、その結果を事業
評価監視委員会に報告するものとする。

国土交通省所管公共事業の再評価実施
要領（H30.3）
第６ 事業評価監視委員会 ６

河川及びダム事業の再評価実施要領細
目（H22.4）
第６ 事業評価監視委員会

関川直轄河川改修事業の事業再評価
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４．事業再評価（目的と位置付け）



第23回関川流域委員会
関川直轄河川改修事業 事業再評価審議・対応方針（案）の決定

令和４年１１月２５日

令和４年１２月
北陸地方整備局事業評価監視委員会へ
事業再評価の審議結果 を報告

令和５年１月末

令和５年度予算に基づく事業実施

北陸地方整備局から国土交通本省へ対応方針（案） 提出

国土交通本省にて対応方針を決定し、
再評価結果及び対応方針を公表
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４．事業再評価（流域委員会での審議以降の流れ）



河川整備計画の点検 事業再評価

根 拠 法 令 河川法（国土交通省） 行政機関が行う政策の評価に関する法律（総務省）

実 施 対 象 河川整備計画 河川事業、ダム事業

実 施 目 的 河川整備計画は、流域の社会情勢の変化や地域の意向等を適
切に反映できるよう、適宜その内容について点検を行い、必要に応
じて変更するものであること。

〇「河川法の一部を改正する法律等の運用について」（平成十年一月二十三日建
設省河政発第五号、建設省河計発第三号、建設省河環発第四号、建設省河治発
第二号、建設省河開発第五号）記二の２の⑤河川整備計画の変更について

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向
上を図るため、再評価を実施する。再評価は、事業採択後一
定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間
が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、
必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認め
られない場合には事業を中止するものである。

○国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（H30.3改定）
第１ 目的

実 施 内 容 流域委員会において、河川管理者が実施する河川整備計画の点
検（結果）に対して、学識経験者から意見を伺う。

流域委員会において、河川管理者が作成した河川整備計画の
（変更）原案に対して、学識経験者から意見を伺う。

○河川法
（河川整備計画）
河川法第１６条の２

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があ
ると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならな
い。
・・・

７ 第３項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

流域委員会において、河川整備計画に基づき実施される事
業の計画段階評価、事業再評価、事後評価に係る審議及び
具申をいただく。

○国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（H30.3改定）
第６ 事業評価監視委員会
６ 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱
河川事業、ダム事業については、河川整備計画の策定後、計画内容の点
検のために学識経験者から構成される委員会等が設置されている場合は、
事業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。

※「国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領（H30.3改定）」
にも同様な記載有

実 施 間 隔 ５年（事業再評価の実施時期等を勘案して計画的に実施）

○「河川整備計画の点検及び変更について」（平成２５年２月２５日付け事務連絡）

５年（再評価実施時から５年間が経過後の年度の１月末まで）

○国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（H30.3改定）第４の１（２）④

実施後の対応 点検の結果、河川整備計画の変更が必要となった場合には、速
やかに変更するものとし、その際の手続きについては、変更の内容
に応じて、策定時に比べて迅速化、簡素化を図るなど適切に行うこ
と。

実施要領第４の１（４）又は第６の６の規定に基づいて審議
が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報
告するものとする。
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５．『河川整備計画の点検』と『事業再評価』の位置付け



項目 事業着手までの流れ（案）

地元、関係機関等へ
の説明

河川整備基本方針の
変更

河川整備計画の変更

河川整備計画の点検、
事業再評価等

環境への影響検討

将来計画の
目標流量等

R4.11.18
小委員会

※複数回の小委員会審議を予定

変更骨子
・整備計画の
目標流量等

・保倉川 複数の
治水対策案の検討

変更原案
・具体的な実施

内容

意見聴取
・関係住民
・県知事
・関係省庁

変
更
完
了

点検・事業再評価
(現行整備計画)

事業再評価
(変更整備計画)

地元、関係機関等への説明
各種委員会・検討会等開催の前後、その他必要な時期に随時開催

現地調査

影響予測、評価検討
影響予測検討結果を踏まえた

保全措置の検討

R4.11.25
流域委員会

変
更
完
了

変
更
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
着
手

※本資料は、事業の着手までの流れを令和4年11月時点で模式的に示したものであり、
今後の各種協議、検討結果や状況変化等を踏まえ、手続きの詳細が決定していくこととなります。 9

６．保倉川放水路 事業着手までの流れ（案）


